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受付期間 令和８年５月８日（金）～１２月１１日（金）（郵送可、必着） ※受付期間内に助成人数に達した場合は、受付を終了します。 

 

 

（１） 

介護職員初任者

研修を受講中か、

研修の修了日が申

込日前１年の期間

内である方。 

（３） 

現在お住まいの市

町村税に滞納がない

方。 

（２） 

介護職員初任者

研修の受講料等に

ついて、他の公的

な助成金等の交付

を受けていない

方。 

（１） 

助成金申込受理通知日以

降、市内の介護施設等〔※１〕

（原則として同一の介護施

設等）で介護職員として、継

続して３ヶ月以上就労〔※２〕

すること。 

（２） 

介護職員初任者研修

受講料等の支払いを終

えており、かつ介護職

員初任者研修の課程を

修了していること。 

介護職員初任者研修の受講

に要した受講料等の額 

（上限５０,０００円） 

１５人（先着順） 

〔※１〕介護施設等 

  居宅ｻｰﾋﾞｽ（介護予防ｻｰﾋﾞｽを含む）事業所（訪問看護、訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ、居

宅療養管理指導、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を除く）、地域密着型ｻｰ

ﾋﾞｽ（介護予防ｻｰﾋﾞｽを含む）事業所、施設ｻｰﾋﾞｽ事業所 

〔※２〕就労 

 市内の介護施設等での就労は、常勤・非常勤（週３日以上勤務）とします。 

申込書については、市役所介護保険課の 
窓口等に配置するほか、下記ホームペー
ジからもダウンロードできます。 

《 問合せ・申請先 》 

 生駒市 福祉部 介護保険課 

 〒６３０－０２８８ 

 奈良県生駒市東新町８番３８号 

 TEL：０７４３－７４－１１１１（内線７４２０） 

 E メール：kaigo@city.ikoma.lg.jp 

 生駒市介護保険課ホームページ 

http://www.city.ikoma.lg.jp/0000005431.html 

介護人材の技能の向上と介護施設等への定着の促進を図るため、介護職員初任者研修を修了し、 
一定期間以上市内の介護事業所に勤務された場合に、研修に要した費用の一部を助成します。 

生駒市介護職員初任者研修受講就労支援事業  
 
 

 



 

 

 申請者 生駒市 
助成金申込書に下記書類を添付

して、介護保険課に提出 

●研修の受講料等を確認できる

書類 

●研修受講証明書の写し、また

は研修修了証明書の写し 

●住民票の写し（住民票抄本）及

び市税に滞納がないことを示

す証明書、または個人情報の

利用に係る同意書 

 
助成金申込受理通知書を受領 

助成金申込受理通知日以降、

市内の介護施設等で３か月 

以上就労 

 助成金交付決定兼交付額確定

通知書を受領 

提出書類を審査 

助成金申込書を受領 

 

助成金申込受理通知書を送付 

請求書を介護保険課に提出     請求書の受領 

助成金交付決定兼交付額確定 

通知書を送付 

請求書記載の口座へ助成金を 

入金 

 助成金の入金を確認 

 

生駒市介護職員初任者研修受講就労支援事業の流れ 

令和９年３月３１日までに 助

成金交付申請書に下記書類を 

添付して、介護保険課に提出 

●就業証明書 

●研修修了を証する書類の写し

(申込時、研修受講中の方のみ) 

●研修受講料等の領収書か支払

額証明書 


